
シラバスの内容  
想定される教育内容の例  

ねらい   含まれるべき事項  

⑥配偶者からの暴力の防止及  ○ 配偶者からの暴力の防止及  ・D．∨法の目的、D．∨の定義、  

び被害者の保護に関する法律   び被害者の保護に関する法律  家  

（D．∨法）   の概要   庭内暴力発見時の対応  

・その他  

⑦ 母子及び寡婦福祉法   ○ 母子及び寡婦福祉法の概要  ・母子寡婦福祉法の目的、母  

子寡婦福祉資金、母子福祉施  

設、母子寡婦福制度に係る財  

源、母子寡婦福祉サービスの  

最近の動向  

・その他  

⑧ 母子保健法   ○ 母子保健法の概要   ■母子保健法の目的、母子健  

康手帳、養育医療の種類、母  

子保健制度に係る財源、母子  

保健サービスの最近の動向  

・その他  

⑨ 児童手当法   ○ 児童手当法の概要   一児童手当の種類、児童手当  

に係る財源、児童手当制度の  

最近の動向  

－その他  

⑩ 児童扶養手当法   ○ 児童扶養手当法の概要   ・児童扶養手当の種類、児童  

扶養手当に係る財源、児童扶  

養手当制度の最近の動向  

・その他  

⑪特別児童扶養手当等の支   ○ 特別児童扶養手当等の支   ■ 特別児童扶養手当の種類、  

給に関する法律   給に関する法律の概要   特別児童扶養手当に係る財源、  

特別児童扶養手当制度の最  

近の動向  

・その他  



シラバスの内容  

想定される教育内容の例   
ねらい   含まれるべき事項  

⑬ 少子化社会対策基本法   ○少子化社会対策基本法の  

概要  

⑭ 売春防止法   ○ 売春防止法の概要   t婦人相談所、婦人保護施設、  

婦人相談員  

■その他  

⑮児童t家庭福祉制度におけ  ○ 国の役割  

る組織及び団体の役割と実際         ○ 市町村の役割  

○ 都道府県の役割  

○ 家庭裁判所の役割  

○ 民生委員と児童妻＝真の役割  

○児童一家庭福祉制度におけ  

る公私の役割関係  

⑯児童・家庭福祉制度におけ  

る専門職の役割と実際   ○家庭支援専門相談員の役  

割  

○ 医療関係者との連携   ・連携の方法  

、、ソ ノ  ・連携の実際  

グと実際  ・その他  

○ 教育関係者との連携   ・連携の方法  

・連携の臭鹿  

・その他  
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シラバスの内容  

想定される教育内容の例   
ねらい   含まれるべき事項  

⑱ 児童相談所の役割と実際   ○ 児童相談所の組織体系  

○ 児童相談所と市町村の連携  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項   ねらい  

低所得者層の生活実態とこ  

れを取り巻く社会情勢、福祉需  

要の実態  

その他  

○ 低所得者層の生活実態とこ  

れを取り巻く社会情勢、福祉需  

要、  

①低所得階層の生活実態とこ  

れを取り巻く社会情勢、福祉需   

要と実際  

・低所得階層の生活実態とこれを取り  

巻く社会情勢、福祉需要とその実際に  

ついて理解する。  

・相談援助活動において必要となる生  

活保護制度や生活保護制度に係る他  

の法制度について理解する。  

・自立支援プログラムの意義とその実  

際について理解する。  

生活扶助、医療扶助、その他  

の扶助等の動向  

○ 生活保護費と保護率の動向  

生活保護法の目的、基本原  

理、保護の原則、保護の種類  
と内容、保護の実施機関と実  

施体制、保護の財源、保護施  

設の種類、被保護者の権利及  

び義務、生活保護の最近の動  

向  

その他  

○ 生活保護法の概要  ② 生活保護制度  

○ 国の役割  ③生活保護制度における組織  

及び団体の役割と実際  ○ 都道府県の役割  

○ 市町村の役割  

○ ハローワークの役割  

○ 現業員の役割  ④生活保護制度における専門  

職の役割と実際  ○ 査察指導員の役割  

連携の方法  

連携の実際  

その他   

○ 保健医療との連携  ⑤生活保護制度における他職  

種連携、ネットワーキングと実   

際  

○ 労働施策との連携  

○ その他の施策との連携  



シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

⑥福祉事務所の役割と実際   ○ 福祉事務所の組織体系  

○ 福祉事務所の活動の実際  

②自立支援プログラムの意義  

と実際   ○自立支援プログラムの作成  

過程と方法  

○ 自立支援プログラムの実際  

⑧ 低所得者対策   ○ 生活福祉資金の概要  

○低所得者に対する自立支援  

の実際  

○ 無料低額診療制度  

⑨ 低所得者へ住宅政策   ○ 公営住宅  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・相談援助活動において必要となる医  ① 医療保険制度   ○ 医療保険制度の概要   ・高額療養費制度の概要   

療保険制度（診療報酬に関する内容を  ○ 医療真に関する政策動向   ・その他  

理解する。  
②診療報酬   含む。）や保健医療サービスについて            ○ 診療報酬制度の概要  ・多様な居住の場における在  

宅療養   

・保健医療サービスにおける専門職の  
・タ⊥ミナルケアを支援する診  

役割と実際、多職種協働について理解  
療報酬制度  

する。  
・その他  

③ 保健医療サービスの概要   ○医療施設の概要  ・病院、特定機能病院、回復期  
○保健医療対策の概要  t」ハビリテーション病棟、地域  

医療支援病院、診療所  

tその他  

④保健医療サービスにおける  

専門職の役割と実際   
○インフォームドコンセントの  

意義と実際  

○ 保健師、看護師等の役割  

○作業療法士、理学療法士、  
言語聴覚士等の役割  

○医療ソーシャルワーカーの  一医療ソーシャルワーカーの業  

役割  務指針  

・その他  

⑤ 保健医療サービス関係者と  ○ 医師、保健師、看護師等と   ・連携の方法  

の連携と実際   の連携   ・連携の実際  
・医療チームアプローチの美際  

・その他  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

一 相談援助活動において必要となる各  ① 雇用■就労の動向と労働施  ○ 雇用・就労の動向   ■労働市場め動向   

種の就労支援制度について理解する。  策の概要  ■ライフスタイルに応じた多様な  

働き方  

・就労支援に係る組織、団体及び専門  t障害者の雇用・就労を取り巻   

職について理解する。  く情勢  

■その他  

・就労支援分野との連携について理解  

する。  
○ 労働法規の概要  

（∋ 就労支援制度の概要   ○生活保護制度における就労  

支援制度   ・社会適応訓練事業  

・自立支援プログラム  

■ハローワークの取組  

・その他  

○障害者福祉施策における就  

労支援制度   ・就労継綺支援事業A型  

・就労継続支援事業B型  

・その他  

○ 障害者雇用施策の概要   ・障害者雇用垂制廣、職業リハ  

ビリテーションの実施体制等  

・その他  

○ 国の役割  

の役割と実際  
○市町村（福祉事務所）の役  

割  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

○ハローワークの役割と活動の  

実際  

○職業リハビリテーション機関  －ハローワークにおける障害者  

の役割と活動の実際  の職業相談一職業紹介  

・地域障害者職業センターにお  

ける職業リハビリテーション  

■障害者就業■生活支援セン  

ターの取組  

・その他  

○障害福祉サービス事業所・  

障害者支援施設の役割  

④就労支援に係る専門職の   ○ 生活保護制度に係る専門職  ・現業員の役割  

役割と実際   の役割   ・その他  

○障害者福祉施策に係る専門  

職の役割   ・就労支援員の役割  

・その他  

○職業リハビリテーションに係  ・職場適応援助者（ジョブコー  

る専門職の役割  チ）  

・障害者職業カウンセラー  

・その他  

⑤ 就労支援分野との連携と実  ○ ハローワークとの連携（生活  ・生活保護制度におけるハロー  

際   保護制度関係）   ワークとの連携の方法、連携の  

実際  

・その他  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例  

ねらい   含まれるべき事項   

一 相談援助活動と法（日本国憲法の基  （D相談援助活動と法（日本国  ○ 相談援助活動において想定  ・福祉サービスの利用と契約  

木原理、民法・行政法の理解を含む。）   憲法の基本原理、民法・行政   される法律問題   ・消費者被害と消貴著保護  

との関わりについて理解する。  法の理解を含む。）との関わり  ・自己破産  

■借家保証  
・相談援助活動において必要となる成  ・行政処分と不服申立   

年後見制度（後見人等の役割を含む。）  ・その他   

について理解する。  ○ 日本国憲法の基本原理の理  ・基本的人権の尊重   

解   ・その他  
・成年後見制度の実際について理解す  

る。  ○ 民法の理解   ・契約  

・不法行為  

・社会的排除や虐待などの権利侵害や  ・親族  

認知症などの日常生活上の支援が必  ・相続  

要な者に対する権利擁護活動の実際  ・その他  

について理解する。  ○ 行政法の理解   t行政行為  
■行政事件手続  

一情報公開  

・その他  

又   ○ 成年後見の概要   暮成年被後見人の行為能力  

暮成年後見人の役割  

・その他  

○ 保佐の概要   ・被保佐人の行為能力  

・保佐人の役割  

・その他  

○ 補助の概要   ・補助人の役割  

・その他  

○ 任意後見  

○民法における親権や扶養の  

概要  



シラバスの内容  

想定される教育内容の例   
ねらい   含まれるべき事項  

③ 日常生活自立支援事業   ○日常生活自立支援事業の概  一専門員の役割  

要  ・生活支援員の役割  

一日常生活自立支援事業の最  

近の動向  

1その他  

④成年後見制度利用支援事  

業   の概要  

○ 家庭裁判所の役割  

○法務局の役割  

○市町村の役割（市町村申立）  

○ 弁護士の役割  

○ 司法書士の役割  

○ 社会福祉士の活動の実際  

⑥権利擁護活動の実際   ○認知症を有する者への支援の  

実際  

○消費者被害を受けた者への  

対応の実際  

○被虐待児一着（高齢者を含  

む。）への対応の実際  

○アルコール等依存者への対応  

の実際  

○ 非行少年への対応の実際  

○ ホームレスへの対応の実際  

○多問題重複ケースへの対応  

の実際  
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シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

■相談援助活動において必要となる更  ○ 刑事司法の中の更生保護  
生保護制度について理解する。  

○ 保護観察  

・更生保護を中心に、刑事司法・少年司   ○ 生活環境調整  

法分野で活動する組織、団体及び専門  ○ 仮釈放等  
職について理解する。  

○ 更生緊急保護  

・刑事司法・少年司法分野の他機関等  ○ 恩赦  

との連携の在り方について理解する。  
○被睾者等支援  

○犯罪事防  

② 更生保護制度の担い手   ○ 保護観察官  

○ 保護司  

○ 更生保護施設  

○ 民間協力者  

○ 検察庁との連携  

機関・団体との連携  
○ 裁判所との連携  

○矯正施設との連携  

○就労支援機関1団体との達  

携  

○ 福祉触関・団体との連携  
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